
県人口

2,031,573人

し尿処理方法（人口）

自家処理
105人
（0.0％）

コミュニティプラント
25,117人
（1.2％）

138,847人
（6.8％）

浄化槽

957,288人
（47.1％）

公共
下水道

くみとり処理人
口水

洗

化

人

口

1,892,726人
（93.2％）

910,321人
（44.8％）　　

（注）一般廃棄物処理事業実態調査
（平成24年度実績）によるものです。

市町村の
計画収集

　　138,742人
　　 （6.8％）

図2－4－2－1　し尿処理状況（平成24年度末）

　家庭等から出されるごみやし尿などの一般廃棄物

を衛生的に処理することは、私たちの生活環境を守

り、公衆衛生の向上を図るうえで大変重要です。

　一般廃棄物の処理は、市町村が計画（一般廃棄物

処理計画）を定めて、その計画に基づいて行ってい

ます。県では、市町村における一般廃棄物の処理が、

適正に安定して行えるよう支援しています。

（1）し尿処理の状況

　し尿は、下水道終末処理施設やし尿処理施設、

浄化槽などで処理されています。平成24年度の県

内におけるし尿の総排出量は、約124万キロリット

ルです。

　また、県内の浄化槽の設置数は、平成25年度末

で約31万2千基であり、浄化槽利用人口は、平成24

年度末で約95万7千人（県内総人口に占める割合

は約47％）となっています。

　一方、浄化槽全体に占める単独処理浄化槽の割

合は約64％（約19万9千基）です。単独処理浄化槽

では、生活雑排水を処理することができないこと

から、生活雑排水を適切に処理し河川等の浄化を

進めるためには、合併処理浄化槽の整備の促進が

必要です。

　平成24年度におけるし尿処理状況及び水洗化人

口については、図2－4－2－1、表2－4－2－1に示すとお

りです。

（2）ごみ処理の状況

　平成24年度の県内におけるごみの総排出量は約

785千トンであり、県民一人一日当たり約1,059グ

ラムとなっています。（県民一人一日当たりの内

訳は、生活系ごみが約795グラム、事業系ごみが約

264グラムです。）

　県内の市町村におけるごみ処理施設は、粗大ご

み処理施設・資源化施設（27か所）、焼却施設（22

か所）、ごみ固形化燃料施設（３施設）、高速堆肥

化施設（３か所）で行われており、焼却残さ等は

最終処分場（22か所）で埋立処分されています。

　平成24年度の県内のごみ処理の状況を図2－4－2－2

に示します。

  第２節　廃棄物の適正処理の推進

第１項　一般廃棄物の適正処理

１　　一般廃棄物処理の現状

総人口 2,031,573人 100%

水洗化人口

浄化槽 957,288人 47.1%

下水道 910,321人 44.8%

コミュニティプラント 25,117人 1.2%

計 1,892,726人 93.2%

表2－4－2－1　水洗化人口（平成24年度末）

第２部　ぐんまの環境
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図2－4－2－2　平成24年度における県内のごみ処理の状況（単位：ｔ）

①直接埋立［3,571］

［785,528］

最終処分場

①＋⑪＋⑬
［97,143］

⑪
焼却残さの埋立［78,913］

処理残さの焼却［14,688］
　　〃　　埋立［13,343］

処理残さの焼却［940］
　　〃　　埋立［833］

処理残さの焼却［0］
　　〃　　埋立［54］

処理残さの焼却［0］
　　〃　　埋立［0］

処理残さの焼却［0］
　　〃　　埋立［0］

処理残さの焼却［4］
　　〃　　埋立［59］

処理残さの焼却［0］
　　〃　　埋立［370］

資源化へ［6,072］

資源化へ［19,715］

資源化へ［18,867］

資源化へ［298］

資源化へ［0］

資源化へ［0］

資源化へ［4,141］

⑫
処理残さの焼却［15,632］

⑭
処理残さ投入［0］

⑬
処理残さの埋立［14,659］②焼却［634,226］

焼却施設

②＋⑫
［649,858］

粗大ごみ処理施設

③＋⑭
［47,746］

粗大ごみ処理施設
以外の資源化施設

④
［20,640］

ごみ堆肥化施設

⑤
［716］

ごみ飼料化施設

⑥
［0］

メタン化施設

⑦
［0］

ごみ燃料化施設

⑧
［7,501］

その他の施設

⑨
［419］

［740,580］

③［47,746］

［572,179］

［22,744］

［46,652］

［710］

④［20,640］

⑤［716］

⑥［0］

［6,811］
⑦［0］

［91,484］

⑧［7,501］

⑨［419］

⑩直接資源化量［25,761］

総人口（外国人人口含む）) 2,031,573人
計画収集人口) 2,031,573人
自家処理人口) 0人

１人１日あたり排出量) 1,059ｇ

リサイクル率) 15.3％

可燃ごみ

不燃ごみ

自家処理量

総排出量)(A)＋(B)

(Ａ))総収集量

資源ごみ

その他

粗大ごみ

直接搬入ごみ

［445］

焼
却
以
外
の　

中
間
処
理

⑮資源化量
　紙類
　紙パック
　紙製容器包装
　鉄
　非鉄金属類
　ガラス類
　ペットボトル
　白色トレイ
　容包プラスチック類
　プラスチック類（上記除く）
　布類
　肥料
　飼料
　溶融スラグ
　固形燃料（RDF、RPF）
　焼却灰・飛灰の
　　セメント原料化
　廃食用油（ＢＤＦ）
　その他

［74,854］
23,106
206
228

12,084
2,643
11,188
3,963
44

3,515
1,018
330
298
0

2,504
4,136

2,873
34

6,684

［44,948］
42,245
105
970
447
519
391
153
1
0

113
0
3

［2,914］
［332,732］

千円

（Ｂ）集団回収量

　紙類
　紙パック
　紙製容器包装
　鉄
　非鉄金属類
　ガラス類
　ペットボトル
　白色トレイ
　容包プラスチック類
　布類
　廃食用油(BDF)
　その他

　団体数
　交付補助金
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（1）一般廃棄物処理の広域処理体制の整備支援

　県内の市町村が整備する一般廃棄物処理施設に

ついて、効率性、経済性及び環境に与える負荷の

低減、さらには循環型社会形成の推進の観点から、

一般廃棄物処理の広域化を推進するため、群馬県

一般廃棄物処理マスタープラン（広域化計画）を

策定しました。

　県では、本計画を実効あるものとするため、広

域化ブロックごとに、順次、その構成市町村を対

象に、広域化処理を構築するための組織の設立の

ための調整を行っています。

　平成25年度は、藤岡富岡ブロックと吾妻ブロッ

クにおける調整を実施しました。

（2）災害廃棄物の広域処理

　東日本大震災の津波により生じた災害廃棄物につ

いては、その量が膨大なことから被災地のみで処理

することが困難なため、日本各地で被災地以外の自

治体で処理を行う「広域処理支援」が行われました。

　群馬県内では、平成24年６月から平成25年８月ま

での間、岩手県宮古地区（宮古市、岩泉町、田野畑村）

の木くず等の可燃性混合物の受入処理が行われまし

た。

　県としては、岩手県と災害廃棄物処理協定を締結

し、県が安全性を確認した廃棄物の処理を岩手県か

ら受託し、受入市町村に委託する体制を構築しまし

た。これは、県が安全確認について責任を担う点で

県が支援に加わるものです。（その時点で既に受入

処理が開始されていた吾妻東部衛生施設組合は除き

ます。）

　県内における受入支援の実績については、実施し

た自治体等は、吾妻東部衛生施設組合、桐生市、前

橋市の計１組合２市です。受入処理した廃棄物量は、

平成24年度に4,289トン、平成25年度に3,295トン、

合計で7,584トンとなりました。

（3）市町村が行う廃棄物処理施設の整備支援

　循環型社会形成推進交付金制度（環境省）を活

用して廃棄物処理施設を適切に整備できるよう、

市町村等が施設整備のための計画（循環型社会形

成推進地域計画）を策定し、交付金を活用して施

設整備をする際に、指導助言を行いました。

２　　一般廃棄物に関して講じた施策

表2－4－2－2　平成25年度　廃棄物処理施設等に対する交付金の状況 （単位：千円）

事業主体※ 事業内容 当該年度事業費 当該年度交付金額

8 ストックヤードの整備、ごみ処理施設の改良事業等 2,438,171 887,514

※前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、安中市、渋川広域市町村圏振興整備組合、館林衛生施設組合

　「浄化槽」は、家庭から出る生活排水（し尿

と台所、お風呂、洗濯等の雑排水を合わせたもの）

を主に微生物の力を使って浄化し、きれいにな

った水を放流するものです。

　浄化槽は、従来は、し尿のみを処理する「単

独処理浄化槽」が主流でした。しかし、「単独処

理浄化槽」は、し尿以外の生活排水がそのまま

河川に流れるため、平成12年の浄化槽法改正に

より原則新たな設置は認められなくなりました。

また、現在、「単独処理浄化槽」が設置されてい

る家庭でも、生活雑排水にも対応した環境にや

さしい「合併処理浄化槽」への転換が強く求め

られています。

水をきれいにする浄化槽コラム

第２部　ぐんまの環境
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＊１産業廃棄物：廃棄物のうち、事業活動に伴って生じた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で

定めるものを産業廃棄物といい、20種類が定められています。
＊２中間処理：産業廃棄物を埋立処分する前に、減容化・無害化・安定化などの処理をすることをいいます。

表2－4－2－3　県内発生産業廃棄物の広域移動量（品目ごと）（平成24年度実績）

　様々な事業活動に伴って県内で排出される産業

廃棄物は年間約350万ｔと推計されています。

　産業廃棄物の処理状況は、平成25年度広域移動

対策検討調査（環境省）によると、取扱量の多い

種類（品目）から、がれき類、廃プラスチック類、

汚泥、木くずの順となっています。このうち、中

間処理＊２量についてみると、県内処理では、が

れき類が最も多く、次いで木くずであり、県外処

理は、汚泥、廃油の順となっています。一方、最

終処分（埋立）については、県内処理では、がれ

き類、ガラスくず等、廃プラスチック類が多く、

県外処理では、廃プラスチック類、汚泥、がれき

類が多い状況です。

　県民生活や産業活動を維持するうえで、産業廃

棄物処理施設（以下「処理施設」という。）の整

備は不可欠ですが、生活環境への悪影響を懸念す

る周辺住民の反対等がある中で、新たな施設の設

置は依然として難しい状況にあります。

　平成22年５月に、廃棄物の適正な循環的利用の

推進、排出者責任の充実、産業廃棄物処理業者（以

下「処理業者」という。）による適正処理の確保等

を目的として廃棄物処理法が改正され、平成23年

４月から施行されています。県としては、生活環

境に配慮した優良な処理施設を確保するため、排

出事業者や処理業者に対する指導と廃棄物処理に

対する県民の信頼の向上に努めています。

１　　産業廃棄物＊１処理の現状

第２項　産業廃棄物の適正処理

産業廃棄物の種類 取扱量（千ｔ）
県内処理（千ｔ） 県外処理（千ｔ）

中間処理 最終処分 中間処理 最終処分

燃 え 殻 18 1 － 15 3

汚 泥 235 57 － 166 12

廃 油 191 42 － 149 －

廃 酸 22 1 － 21 －

廃 ア ル カ リ 21 2 － 19 －

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 287 100 7 97 84

紙 く ず 9 4 － 4 0

木 く ず 223 198 － 25 0

繊 維 く ず 2 1 － 1 0

動 植 物 性 残 さ 71 55 － 15 －

動 物 系 固 形 不 要 物 0 0 － 0 －

ゴ ム く ず 0 0 0 0 0

金 属 く ず 61 46 0 14 1

ガ ラ ス く ず 等 141 83 8 46 3

鉱 さ い 36 1 5 29 0

が れ き 類 1,208 1,138 12 53 5

動 物 の ふ ん 尿 10 10 － － －

動 物 の 死 体 2 2 － － －

ば い じ ん 11 0 1 8 2

そ の 他 49 8 － 38 3

計 2,598 1,750 34 701 114

(注)１　全国の処分実績報告を基に作成した広域移動対策検討調査（環境省）から抜粋したものです。
(注)２　「０」は500ｔ未満であり、「－」は該当なしを表しています。
(注)３　特別管理産業廃棄物は対応する産業廃棄物として集計しています。ただし、感染性廃棄物は「その他」に含まれています。
(注)４　各項目量は、四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。
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表2－4－2－4　県内発生産業廃棄物の広域移動量（搬出先別）（平成24年度実績）

表2－4－2－5　産業廃棄物処理業者の状況（平成25年度末現在）

処理区分
搬出先地域

総計（千ｔ） 中間処理（千ｔ） 最終処分（千ｔ）

県内処理 1,783 1,750 34
県外処理計 815 701 114

茨城県 28 24 3
栃木県 118 118 1
埼玉県 412 412 －
千葉県 37 30 7
東京都 5 5 －
神奈川県 14 14 0

ブロック内処理　計 613 602 11
ブロック外処理　計 201 98 103

北海道・東北 163 70 93
中部 27 23 4
近畿 0 0 0
中国 1 1 0
四国 0 0 －
九州・沖縄 10 4 6

（注）１　全国の処分実績報告を基に作成した広域移動対策検討調査（環境省）から抜粋したものです。
（注）２　「０」は500ｔ未満であり、「－」は該当なしを表しています。
（注）３　各項目量は、四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

産業廃棄物 特別管理産業廃棄物

計
収集運搬業

処　　分　　業
収集運搬業 処分業中間処理 最終処分 中間処理

最終処分
4,690（12） 203（52） 10（4） 5（5） 470 14（5） 5,392（78）

（注）産業廃棄物収集運搬業、同処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業及び同処分業の許可を重複して取得している業者
がいるため、計欄は延べ業者数です。（括弧内は前橋市及び高崎市内のみに処理施設のある許可業者数で内数。）

表2－4－2－6　産業廃棄物処理施設設置許可の状況（平成25年度末現在）

産業廃棄物処理施設の種類
設置者区分

事業者 処理業者 計
汚泥の脱水施設　　　　　　　　　　　　　（10㎥／日を超えるもの） 46（7） 7（3） 53（10）
汚泥の乾燥施設（機械乾燥）　　　　　　　（10㎥／日を超えるもの） 8（2） 3 11（2）
汚泥の乾燥施設（天日乾燥）　　　　　　　（100㎥／日を超えるもの） 0 0 0
汚泥の焼却施設　　（5㎥/日超､200㎏/時以上又は火格子面積2㎡以上のもの） 4 6（1） 10（1）
廃油の油水分離施設　　　　　　　　　　（10㎥／日を超えるもの） 1（1） 7（1） 8（2）
廃油の焼却施設　　（1㎥/日超､200㎏/時以上又は火格子面積2㎡以上のもの） 6（2） 9（2） 15（4）
廃酸又は廃アルカリの中和施設　　　　　　（50㎥／日を超えるもの） 1 0 1
廃プラスチック類の破砕施設　　　　　　　（5ｔ／日を超えるもの） 7 43（15） 50（15）
廃プラスチック類の焼却施設　（100㎏/日超又は火格子面積2㎡以上のもの） 9 14（3） 23（3）
木くず又はがれき類の破砕施設　　　　　　（5ｔ／日を超えるもの） 14（4） 186（89） 200（93）
有害汚泥のコンクリート固型化施設　　　　　　　　（すべてのもの） 0 0 0
水銀を含む汚泥のばい焼施設　　　　　　　　　　　（すべてのもの） 0 0 0
シアン化合物の分解施設　　　　　　　　　　　　　（すべてのもの） 0 0 0
廃ＰＣＢ等の焼却施設　　　　　　　　　　　　　　（すべてのもの） 0 0 0
ＰＣＢ汚染物の洗浄施設又は分離施設　　　　　　　（すべてのもの） 1 0 1
産業廃棄物の焼却施設（200㎏/時以上又は火格子面積2㎡以上のもの） 8 15（3） 23（3）

中 間 処 理 施 設 小 計 105（16） 290（117） 395（133）
遮 断 型 最 終 処 分 場 0 0 0
安 定 型 最 終 処 分 場 3 21（10） 24（10）
管 理 型 最 終 処 分 場 9（1） 3（2） 12（3）

最 終 処 分 場 小 計 12（1） 24（12） 36（13）
計 117（17） 314（129） 431（146）

（注）１　廃棄物処理法に基づく設置許可（平成４年７月３日以前は設置届出）をした施設数です。（括弧内は前橋
市及び高崎市内に設置された処理施設数で内数。）

（注）２　最終処分場については、埋立が終了しても廃止届が提出されていない施設を含みます。
（注）３　最終処分場（安定型）については、平成９年11月末以前に設置した埋立面積3,000㎡未満のものを含みま
　　　　せん。
（注）４　木くず又はがれき類の破砕施設については、届出によるものを含みます。
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（1）事業者に対する廃棄物の排出者責任の啓発と

適正処理指導（産業廃棄物相談員や専用ホー

ムページによる産業廃棄物情報の提供）

　産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正

に処理することが廃棄物処理法で義務づけられて

います。排出事業者に対して、排出者責任の啓発

や適正処理に関する指導を行うため、次の事業を

実施しています。

ア　産業廃棄物相談員の配置

　産業廃棄物相談員を県内３ヵ所（廃棄物・リ

サイクル課、西部環境森林事務所、東部環境事

務所）に配置し、県内各排出事業者に対して、

廃棄物適正処理や廃棄物減量化推進等の指導と

相談、情報提供を行っています。平成25年度は

369事業所の訪問を実施しました。

イ　産業廃棄物専用ホームページ

　廃棄物・リサイクル課ホームページ「群馬県

産業廃棄物情報」により、廃棄物の関係法令や

処理業者に関するデータ等、廃棄物に関する各

種最新情報を分かりやすく排出事業者や県民に

伝えています。

ウ　産業廃棄物処理計画書の提出制度

　廃棄物の減量等を進めるため、前年度の産業

廃棄物の排出量が1,000トン（特別管理産業廃

棄物については50トン）以上の多量排出事業者

は、産業廃棄物処理計画書を作成し、知事に提

出することになっています。平成25年度におけ

る計画状況は、表2－4－2－7のとおりです。

（2）処理業者に対する適正処理の監視と指導

　産業廃棄物は、排出事業者が自ら適正に処理す

るほか、その責任において、収集運搬業・処分業

許可（以下「許可」という。）を有する処理業者

に委託して処理することとされています。

　処理業者に対しては、不適正処理につながるよ

うな行為が行われていないかを確認するため、毎

年度、定期的に立入検査を実施しています。平成

25年度は延べ295事業所に対して立入検査を実施

しました。

　なお、処理業者の許可状況については、表2－4－

2－8のとおりです。

　

（3）優良事業者の育成と悪質業者の排除

　平成22年の廃棄物処理法改正により、「優良産廃

処理業者認定制度」が新たに設けられ、事業の実

施に関する能力・実績が一定の基準を満たす処理

業者は、優良認定を受けられるようになりました。

これにより、通常は５年である許可の有効期間が

７年に延長され、許可更新に要する処理業者の事

務負担が軽減されました。また、この認定は、排

出事業者にとっても、安心して廃棄物処理を委託

できる優良事業者を選ぶ目安となっています。

　一方で、不適正処理等により廃棄物処理法に違

反したり、欠格要件に該当したりした処理業者に

対しては、許可取消等の行政処分を行っています。

平成25年度は９業者に対して行政処分を行いまし

た。

（4）廃棄物処理施設設置に関する住民理解の促進

　廃棄物処理施設設置にあたり、廃棄物処理法や

その他関係法令の手続を行う前段階として、事前

協議制度を実施しています。この制度は、持続可

能な循環型社会づくりに向けて、地域理解の促進

や廃棄物の適正処理の推進を図り、また、周辺地

域の生活環境の保全や周辺施設への適正な配慮を

図ることを目的としています。平成25年４月施行

の制度改正で、施設の立地規制の追加や事業計画

の周知方法の改善、手続の長期化防止策等につい

て、見直しを行いました。また、廃棄物処理施設

の構造及び維持管理等について、法令に加えて県

独自の基準を定め、処理業者等にその遵守を求め

ています。同じく平成25年４月に、法令の基準が

及ばない施設等への対象の拡大や情報公開の規定

の追加などについて基準の見直しを行い、併せて

廃棄物処理施設の信頼の向上を図ることとしてい

ます。なお、処理施設の設置許可の状況について

は、表2－4－2－9のとおりです。

（5）PCB廃棄物の適正処理の推進

　平成13年６月に成立した「ポリ塩化ビフェニル

廃棄物の適正な処理に関する特別措置法」により、

トランス、コンデンサなどのポリ塩化ビフェニル

（PCB）廃棄物を保管する事業者は、毎年度、知事

に保管・処分状況を届け出る義務があり、平成24

年度末現在で1,151事業所が届出をしています。

　PCB廃棄物の処理については、国が専門の処理

２　　産業廃棄物に関して講じた施策
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施設として日本環境安全事業（株）（以下JESCO）

を設立し、本県内のものについては、北海道室蘭

市にある北海道事業所において、平成20年５月か

ら処理が行われています。また、JESCOでの処理

対象物以外（微量PCB汚染物等）については、国

が認定する無害化処理施設において処理が行われ

ています。

　さらに、平成24年12月にPCBの処理期限が、「PCB

特措法施行の日から起算して15年」から「平成39

年3月31日まで」に改められました。

（6）最終処分場モデル研究事業

　新たな設置について理解を得ることが難しい状

況にある最終処分場について、周辺住民にとって

安全で安心できる施設を確保するため、最終処分

場モデル研究事業として桐生市新里町地内に安定

型モデル処分場が設置され、平成14年２月から稼

働しています。この処分場では、許可品目以外の

廃棄物が混入しないよう、県が常駐監視員を配置

し、展開検査により監視しています。また、地元

地区代表、事業者及び行政で組織する運営連絡協

議会を定期的に開催し、開かれた施設運営の確保

に努めています。

表2－4－2－7　多量排出事業者の計画状況（平成25年度）

区　　分 事業所数 発生目標量（t）

産業廃棄物 169 1,303,780

特別管理産業廃棄物 65 31,962

（注）前橋市及び高崎市への提出分を除いたもの。

表2－4－2－8　産業廃棄物処理業者の許可状況（平成25年度）

事　業　区　分
新規
許可

更新
許可

変更
許可

合計

産業廃棄物収集運搬業 267 935 82 1,284

産業廃棄物処分業 2 22 3 27

特別管理産業廃棄物

収集運搬業
22 138 46 206

特別管理産業廃棄物

処分業
0 4 3 7

計 291 1,099 134 1,524

（注）更新許可：許可期限ごとに更新（継続）する場合。
　　変更許可：許可範囲の拡大等を行う場合。
　　いずれも、前橋市及び高崎市の許可件数を除いたもの。

表2－4－2－9　産業廃棄物処理施設設置許可の状況

（平成25年度）

区　　　分 設置許可 変更許可

中間処理施設 １ ３

最終処分場 ０ ０

計 １ ３

（注）前橋市及び高崎市への許可件数を除いたもの。

（1）不法投棄の現状

　平成25年度に県内で新たに認知した不法投棄は

52件・742トンでした。

不法投棄の大規模な事案は減少し、全体として小

規模化傾向となっています。しかし、依然として

後を絶たない状況です。（表2－4－2－10）

　不法投棄された廃棄物の種類では、一部の年を

除き、構築物の解体に伴って発生する「がれき類」

が最多となっています。（表2－4－2－11）

１　　未然防止、早期発見、早期解決を3つの柱とした不適正処理対策の推進

第３項　不適正処理対策

表2－4－2－10　不法投棄の推移

年度 18 19 20 21 22 23 24 25

件数 89 52 64
35
（9）

46
（17）

78
（22）
（7）

59
（25）
（16）

52
（36）
（4）

量（トン） 597 308 234
861
（278）

656
（75）

636
（35）
（34）

504
（7）
（54）

742
（18）
（2）

※平成21年度以降の括弧数値は、上段が前橋市、下段が高崎市で内数。
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（2）不適正処理

　不法投棄や不法焼却、不適正保管などを総称し

て「不適正処理」と呼んでいます。

　平成25年度に県内で新たに認知した不適正処理

は、149件・1,385トンでした。（表2－4－2－12）

　不法投棄以外の不適正処理の種類は、不法焼却

と不適正保管でした。（表2－4－2－13）

　不法焼却については、平成13年4月からの廃棄

物処理法の改正に伴い、廃棄物の焼却が原則禁止

となり、野焼きや構造基準を満たさない焼却炉に

よる焼却が違法行為として取締りの対象になった

ことが大きく影響していると考えられます。

表2－4－2－11　不法投棄された廃棄物の種類 ※（　）内は全体に占める割合

年度 18 19 20 21 22 23 24 25

がれき類 23（26%） 13（25%） 13（20%） 2（6%） 13（28%） 18（23%） 12（20%） 5（10%）

廃 プ ラ 20（22%） 7（13%） 10（16%） 3（9%） 3（7%） 8（10%） 7（12%） 5（10%）

木 く ず 5（6%） 6（12%） 7（11%） 5（14%） 2（4%） 8（10%） 4（7%） 7（13%）

そ の 他 41（46%） 26（50%） 34（53%） 25（71%） 28（61%） 44（57%） 36（61%） 35（67%）

合 計 89 52 64 35 46 78 59 52

※平成21年度以降は中核市分を含む。

表2－4－2－12　不適正処理の推移

年度 18 19 20 21 22 23 24 25

件数 270 200 280
229
（54）

186
（42）

301
（48）
（117）

199
（41）
（67）

149
（50）
（38）

量（トン） 3,838 3,876 9,741
2,392
（412）

2,848
（93）

2,129
（49）
（492）

7,569
（26）
（538）

1,385
（44）
（22）

※平成21年度以降の括弧数値は、上段が前橋市、下段が高崎市で内数。

（3）不適正処理対策

　県では、廃棄物の不法投棄や不適正処理を未然

に防止し、また、早期に発見するとともに、発生

した事案については、早期に解決することにより、

本県の良好な生活環境の保全に努めています。

　主な取組内容は、次のとおりです。

①　未然防止

ア　事業者に対する監視

　産業廃棄物処理業者への立入検査や産業廃

棄物運搬車両の路上調査を実施しています。

イ　事業者や県民の意識啓発

　新聞やラジオ等の各種広報媒体やチラシを

活用して事業者や県民の意識啓発を図ったほ

か、６月と12月の廃棄物適正処理推進月間に

は通常の監視活動に加えて、職員による休日

監視パトロールを実施しました。

②　早期発見

ア　情報の入手

　廃棄物･リサイクル課にフリーダイヤルの

「産業廃棄物110番」を設置して広く県民から

情報を入手しています。（25年度は、39件を

受理）

　また、不法投棄場所として狙われ易い山間

部での業務が多い森林組合や郵便局など７機

関と情報提供に関する協定を締結しています。

イ　パトロール

　警察官OBの嘱託職員である「産業廃棄物不

適正処理監視員（通称：産廃Gメン）」が、４

班８名体制でパトロール（年間延べ1,440人・

日）を行ったほか、行政機関による監視が手薄

になる休日と夜間における監視の目を確保する

ため、民間警備会社を活用した監視業務委託を

実施しています。（年間140日）

　さらに、県警の協力を得て、県警ヘリコプタ

ー「あかぎ」による空からの監視（スカイパト

区　分 件　数
不 法 投 棄 52（35%）
不 適 正 保 管 35（23%）
不 法 焼 却 62（42%）
合 計 149件

※数値は前橋市、高崎市分を含む。
※（　）内は全体に占める割合

表2－4－2－13　不適正処理の種類（平成25年度）
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ロール）も行っています。（25年度は、23回）

③　早期解決

　認知した事案に対しては、廃棄物･リサイクル

課及び環境（森林）事務所の担当職員が迅速かつ

綿密な調査を行った上、原因者が判明した場合は

強力な是正指導を行い、現場の原状回復を図ると

ともに不適正行為の再発を防止しています。

産業廃棄物110番

0120－81－5324

フリーダイヤル　ハイ　ゴミ通報

（1）警察との連携

　ア　取締体制

　警察では、悪質・巧妙化する廃棄物事犯に

迅速に対応するため、生活安全部生活環境課

に経済・環境事犯特別捜査係を設置し、各警

察署と連携して環境犯罪に対する取締りを積

極的に推進するほか、県や市に警察官を出

向・派遣し、関係機関との情報交換や共同臨

場等行政と連携した活動を行っています。

　また、県警ヘリコプター「あかぎ」による

スカイパトロールを定期的に実施し、目の届

きにくい山間部等を上空から監視することで、

不法投棄等の発見に努めています。

　イ　取締重点

　本県は、山間地や河川が多く、廃棄物の不

法投棄が行われやすい環境にあります。

　警察では、組織的・広域的な事犯、暴力団

が関与する事犯、行政指導を無視して行われ

る事犯等を重点に取締りを強化しています。

　また、環境被害の拡大防止と早期の原状回

復を図るため、関係機関に必要な情報提供を

行っています。

　ウ　検挙状況

　平成25年度中における廃棄物の処理及び清

掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」とい

う。）違反の検挙状況は、表2-4-2-14のとお

りであり、平成21年度以降の推移は図2-4-

2-3のとおりです。

　最近の特徴としては、大規模な不法投棄等

は減少傾向にありますが、逆に小規模な不法

投棄や不法焼却が増加傾向にあります。

　具体的には、家屋の解体工事に伴って排出

される木くずやがれき類等の不法投棄、ビニ

ール類の違法焼却が目立っています。また、

家庭から排出される粗大ゴミ等の不法投棄、

違法焼却も目につきます。

（2）市町村との連携

　ア　市町村職員の県職員併任発令

　不適正処理事案への対応を強化するために、

市町村職員を群馬県職員に併任して産業廃棄

物に関する立入検査権を付与しています。

（平成26年5月1日現在、29市町村89人）

　イ　不法投棄監視カメラの貸出し

　市町村と連携した廃棄物不法投棄監視体制

の整備・強化を図り、不法投棄の未然防止、

拡大防止及び原因者の特定をするため、市町

村へ不法投棄監視カメラを貸出しています。

（3）連絡会議の開催

　警察・市町村等関係機関の担当者を集めた連絡

会議を定期的に開催し、情報交換を図るとともに、

広域的な事案に対しては、共同で事案に対応する

などの連携を図っています。

２　　警察・市町村等関係機関との連携強化

表2－4－2－14　「廃棄物処理法」違反の検挙状況

廃棄物種別 態様 件数 人員

産業廃棄物

不法投棄 ２ ３

違法焼却 23 23

違法委託・受託等 ４ ４

一般廃棄物

不法投棄 31 31

違法焼却 24 30

違法委託 ０ ０

合　　　計 84 91
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図2－4－2－3　「廃棄物処理法」違反検挙状況
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